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情報伝達訓練の在り方に関する検討

１．検討の概要

従来から、発災時における関係機関（近畿ブロック協議会構成員、府県を通じて参加希望があ

った市町村及び一部事務組合）との迅速かつ正確な情報伝達の向上のため、情報伝達訓練を実施

し、連携体制や情報伝達方法の確認を行ってきた。

今年度は、本訓練を行わず、これまでの実施結果を踏まえて、災害時において実効性を確保で

きるよう、今後の訓練の在り方についての検討を行った。検討に当たってはプロジェクトチーム

を結成し、会議を通して議論を行った。

1.1 参加団体

プロジェクトチームには、令和５年度 大規模災害発生時廃棄物対策近畿ブロック協議会に参

加する近畿６府県の担当者と近畿地方環境事務所が参加した。近畿 6 府県の担当者は、各府県が

ほぼ固定したメンバーが 1～2名参加した。

1.2 検討日程

会議は全 5回実施した。プロジェクトチームの検討日程を下表に示す。

図表 3-1 検討日程

情報伝達

PT
日程 開催方法 議題

第 1 回

令和 5 年

6 月 13 日（火）

13 時～14 時 40 分

対面方式 ・情報伝達訓練の在り方に関する検討

第 2 回

令和 5 年

8 月 2 日（水）

14 時～16 時 30 分

対面方式
・情報伝達プロジェクトチームの検討内容

・情報伝達訓練の在り方に関する検討

第 3 回

令和 5 年

9 月 28 日（木）

10 時 30 分～14 時

対面・WEB

ハイブリッド方式

・情報伝達の在り方に関する検討

・情報伝達訓練の在り方に関する検討

第 4 回

令和 5 年

11 月 22 日（水）

10 時～12 時

対面・WEB

ハイブリッド方式

・第 3 回情報伝達 PT のまとめ

・支援調整（マッチング）訓練に関する検討

第 5 回

令和 6 年

2 月 1 日（木）

10 時～11 時 45 分

対面・WEB

ハイブリッド方式

・令和 6 年度情報伝達様式等の確認

・令和 5 年度情報伝達 PT 成果と令和 6 年度

における支援調整（マッチング）訓練内容

案
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２．検討結果

全 5 回の検討を重ね、下記の方針で来年度以降実施することとなった。

2.1 令和 6 年度の情報伝達訓練の方針

2.1.1 情報伝達訓練の実施

（1）情報伝達訓練の開催

・市町村、一部事務組合が参加する情報伝達訓練は実施しない。

・訓練は実施しないが、近畿管内で一定規模以上の災害が発生した場合、被害の程度に関わら

ず近畿 6 府県の全市町村・一部事務組合に情報伝達様式を送信し、被害の状況把握と合わせ

て様式の周知を行う。

（2）情報伝達様式

・近畿地方環境事務所は、自動発信基準に該当した場合に、近畿 6 府県へ「情報伝達様式」を

メールにて発信する。ただし、被害の状況に応じて、当該基準以外でも様式を発信すること

がある。

・「情報伝達様式」は、令和 5 年情報伝達 PTで検討した最終様式を用いる。

・府県は、近畿地方環境事務所からメールを受信した場合、令和 5 年度情報伝達 PT で検討し

た「メール事例」を参考にしつつ、全市町村・一部事務組合へ様式をメールにて発信する。

市町村と一部事務組合の報告が重複する場合があるが、府県における早急な状況把握と市町

村における一部事務組合の状況把握を促すことを目的として、府県は双方に報告を依頼し、

状況を確認する。

・回答負担を軽減するため、被災を受けていない市町村・一部事務組合は府県メールへの直接

返信により「被災なし」の報告を行う。被災を受けた市町村・一部事務組合は、メールへの

直接返信と合わせて被災状況等の記載様式に記入する。

・被災市町村からの継続報告は、様式の更新版を受領する。更新版は、市町村は状況の変化を

考慮しつつ、必要に応じて府県を通じて地方環境事務所に提出、または地方環境事務所は必

要に応じて府県を通じて市町村に提出を依頼する。

2.1.2 近畿地方環境事務所の令和 6年度の取組み

近畿地方環境事務所では令和 6年度に下記の取り組みを実施する。

①近畿 6 府県に研修に用いる資料及び情報伝達に用いる様式を年度当初に配布する。

②初任者向け研修において、情報伝達の目的と内容、様式を周知する。

③出前講座において、情報伝達の目的と内容、様式を周知する。

④災害の発生状況に応じて、府県に様式を用いた情報伝達の依頼を行う。

⑤府県と、市町村の支援受援意向を受けたマッチング（支援調整）の検討を行う。

2.1.3 近畿 6府県の令和 6 年度の取組み

近畿 6府県では、令和 6年度に下記の取り組みを実施する。

①各府県等の訓練の実施に合わせて、情報伝達の目的と内容、様式を紹介する。

②近畿地方環境事務所の情報伝達依頼を受けて、市町村・一部事務組合からの情報を収集し、

近畿地方環境事務所に報告する。
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③近畿地方環境事務所と、市町村の支援受援意向を受けたマッチング（支援調整）の検討を行

う。

2.2 令和 6 年度に用いる情報伝達関連資料

（1）情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料

発災時に迅速に情報を伝達するため、平常時から市町村、一部事務組合に情報伝達の目的

（必要性）と情報伝達の内容を伝えるための資料を作成した。作成した資料は、近畿地方環境

事務所や近畿 6 府県における各種研修、訓練等を通じて説明することを想定している。以下に、

作成した資料を示す。

図表 3-2 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料の項目

ページ 項目

１ 表紙

２～５ １．情報伝達の目的（必要性）

６～７ ２．支援・受援の調整

８～１１ ３．伝達が必要な情報と時期

３．１ 発災時の初動対応と共有が必要な情報内容

３．２ 情報伝達様式

図表 3-3 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（1/11）

情報伝達の目的と内容

令和●年●月

～迅速かつ適切な災害廃棄物処理に向けて～
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図表 3-4 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（2/11）

図表 3-5 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（3/11）

１．情報伝達の目的（必要性）

・災害時は平常時のごみ（生活ごみ）等に加え、災害時特有の廃棄物（災害廃棄物等）が
発生する。

・早期の復旧・復興を図るためには、災害廃棄物等を適正かつ円滑・迅速に処理し、住民
の生活環境を整えることが重要である。

・図１に示すように、生活ごみ等と災害廃棄物等の処理が市町村内で対応できない場合は
被災府県内の他自治体、もしくは被災府県外の自治体からの支援が必要となる。

2
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図表 3-6 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（4/11）

図表 3-7 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（5/11）

１．情報伝達の目的（必要性）

図２ 情報伝達後の検討事項の流れ

・支援要請を受けた場合、被災府県・環境省は「支援先の調整」を行う。被災市町村は、
被災府県・環境省から支援調整の結果や支援内容についての情報を受け、「処理方針・
戦略の検討」を行う。また、被災府県・環境省は、被災や対応状況を庁内や省内の関係
部署、災害対策本部等と情報共有・連携する。

処理方針・戦略の検討

① 生活ごみ・し尿（家庭）の収集運搬・処理計
画の変更等の判断

② 片付けごみ等、避難所ごみ、し尿（仮設トイ
レ等）の収集運搬・処理戦略の検討

③ 災害廃棄物発生量の推計

適正かつ円滑・迅速な災害廃棄物等の処理運搬・
処理環境を整える

■被災市町村の検討事項

支援受援の調整

・被災府県内、もしくは
被災府県外からの支援
の必要性を確認する

・支援ニーズの把握
・被災府県及び環境省で
支援先を調整する

■被災府県・環境省の検討事項

（
支
援
が
必
要
な
場
合
）

支
援
調
整
内
容
の
共
有
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１．情報伝達の目的（必要性）

＜被災市町村が府県に情報伝達を行う目的＞

A） 府県や環境省に被災や対応状況を提供し、必要に応じて支援を求めることにより、
他の市町村、府県、環境省等からの適切な支援を得ること。

B） 二次的には環境省が災害補助金申請の可能性について把握するための情報を提供す
ること。

＜府県及び環境省の情報伝達の主な目的＞

以下のa～cの３つの状況等を確認したうえで、d、eに記載する支援・受援に関して広
域的に調整（マッチング）を行うこと

a) 各市町村内の被災状況（廃棄物処理施設・浄化槽、家屋、収集運搬体制等）を確認

b) 被災市町村の対応状況（生活ごみ等や災害廃棄物等の処理状況）を確認

c) 府県が各府県域内、国がブロック内の被災市町村の支援の要否を確認

d) 受援が必要な自治体の情報を整理・集約して、支援・受援について検討・調整

e) 被災市町村が支援を要する場合、府県が各府県域内、環境省がブロック内の支援・受
援を調整（マッチング）

二次的な目的としては、f、gの２つ。

f) 府県や国の関係部署（災害対策本部を含む）との情報共有・連携

g) 環境省による災害補助金申請の可能性の把握
4
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図表 3-8 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（6/11）

図表 3-9 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（7/11）

２．支援・受援の調整

表１ 被災状況による支援スキームの段階（ステージ）及び情報伝達

情報伝達内容府県、環境省の支援・受援の調整災害廃棄物処理への対応対応の段階

・支援の必要がない
こと

平時のごみ処理と同じスキー
ムで対応。支援を必要としな
い。

通常
処理

市町村
対応

(ステージ
１)

市町村がもつ事業継続力に加
え、協定締結事業者の支援で
対応する。

仮置場
設営

・支援の必要がある
こと

・被災内容

⇒平時の処理体制の
被災状況（処理施
設、収集運搬体
制）
⇒災害廃棄物処理で
求める支援内容
（処理施設、収集
運搬体制）
⇒被災規模と市町村
体制（必要な支援
の大きさの目安）

・市町村から支援依頼を受けた府
県が、府県内の近隣市町村と支援
調整を行う。
・被災自治体が複数の場合は、支
援先が重ならないよう調整する。

従来の行政区域内だけでは対
応が困難な被災市町村が、府
県や府県内の近隣市町村の支
援を受け、災害廃棄物処理を
進める。

府県内連携
（ステージ２）

・被災府県から支援依頼を受けた
近畿地方環境事務所が、近畿ブ
ロック内の他府県を通じて、支
援可能な市町村を調整する。

・被災自治体が複数の場合は、支
援先が重ならないよう調整する。

府県内だけでは対応が困難な
被災市町村が、近畿ブロック
内の他府県の支援を受け、災
害廃棄物処理を進める。

ブロック内連携
（ステージ３）

・近畿地方環境事務所が環境省本
省と他の地域ブロックからの支
援を調整する。

近畿ブロック内が広く被災し
ており、近畿ブロック内だけ
では対応が困難な災害廃棄物
処理について、他の地域ブ
ロックの支援を受けて進め
る。

ブロック間連携
（ステージ４）

出典：近畿ブロック災害廃棄物対策広域連携行動計画 [第3版]を修正・加筆
7

２．支援・受援の調整

・支援の必要性は被災状況の規模により変わる。

・情報伝達により「市町村対応」で処理が可能な場合は、支援の必要性がないことを確認
することとなるが、「府県内連携」での処理が必要な場合、複数の被災市町村が発生す
ると、支援が可能な自治体が重なる、もしくは協定を締結している団体が重なり、一部
の被災市町村で支援の開始が遅れる可能性がある。

・そのため、支援が必要となる「府県内連携」以降では、被災内容（収集運搬体制の被災
や処理施設の被災状況）、被災範囲（必要な支援の大きさ）などの情報伝達（共有）を
行い、適切な支援・受援の調整を行う必要がある。

6
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図表 3-10 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（8/11）

図表 3-11 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（9/11）

３．伝達が必要な情報と時期

・必要な情報の確認時期としては、「発災直後」と「支援・受援初動期（1週間）」での確
認が重要となる。

①「発災直後」：被災状況（廃棄物処理施設・浄化槽、家屋、収集運搬体制等）
の確認

②「支援・受援初動期（1週間）」：被災及び対応状況（収集運搬、仮置場状況等）

の確認

３.１ 発災時の初動対応と共有が必要な情報内容

8
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図表 3-12 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（10/11）

図表 3-13 情報伝達の目的（必要性）と内容を伝える資料（11/11）

３．伝達が必要な情報と時期

図４ 情報伝達様式の送付・回答の流れ

・様式は、回答する市町
村等の負担を踏まえ、
右記の内容を送付する。

・近畿地方に下記が発生
した場合は、近畿地方
環境事務所から府県宛
へ、様式を自動発信す
る。※

▼地震災害

近畿地方で、震度5弱以
上を観測した場合

▼風水害

市町村が緊急安全確保
（警戒レベル５）を発
表した場合

※被害の状況に応じて、
当該基準以外でも様式
を発信することがある。

３.２ 情報伝達様式

発災直後（１〜2日目）

概ね３日目以降

メール事例

府県

情報伝達様式

メール事例への
直接入力回答

全市町村・一部事務組合

送付

回答

被害ありの場合、
添付伝達様式（第
１報）を記入して
返信

（被害ありの場合）
回答

伝達様式（第
２報等）の回
答依頼

情報伝達様式

添付伝達様式（第
２報等）を記入し
て返信

送付

回答

被災府県 被災市町村

メールによ
る報告依頼

近畿地方環境事務所

メールによ
る報告依頼

近畿地方環境事務所

送付

回答

送付

回答

情報伝達様式

情報伝達様式

10
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（2）情報伝達様式

情報伝達様式は、被害の内容を記載するエクセル形式の様式のほか、府県から市町村に被害

の有無を確認するメール事例を作成した。

①メール事例

メール事例は被害のない市町村が様式を記載する手間を省き、回答する負担を減らすために

作成している。なお、メール事例はあくまでも参考であり、各府県の状況や災害の規模によっ

て変更される可能性がある。

図表 3-14 メール事例

１）タイトル案

【●月●日●時までに要返信】○年○月○日（～○年○月○日）に発生した（災害名)による被災状況の

確認について

２）メール文案例

市町村・一部事務組合 災害廃棄物処理担当部局

ご担当者 様

ごみ処理施設の被災状況や災害廃棄物関連の状況について、《○月○日（曜日）○時まで》に○○府県

○○課 担当 ○○までに本メールへの直接入力による返信で、回答報告をお願いいたします。

※全容把握のため、被害がない場合もご返信ください。

※一部事務組合さまと構成市町村さま、それぞれからご回答いただく形で構いません。

※ご回答結果は、環境省近畿地方環境事務所とも共有させていただく予定です。

■処理施設・収集運搬体制・市町村内の家屋被害・避難状況報告依頼

１．被害状況として、下記①②のうち、該当する番号の項目を残してください。

①被害なし ⇒ご回答は以上です。２以降の内容を削除してご返信ください。

②被害あり ⇒被害の内容を確認するため、２《市町村・組合対象》、３《市町村対象》の質問にご

回答ください。

※被害が少ない場合でも、支援の必要性を判断するため、被害ありとしてご回答ください。

２．《市町村・組合対象》現時点でわかる範囲で、被害の概要を添付エクセルにてご回答ください。

３．《市町村対象》他市町村等からの生活ごみ（し尿等を含む）及び災害ごみの収集運搬、処理の支援の

要否として、下記①～③のうち、該当する番号の項目を残してください。現時点での見込みで構いま

せん。

※支援が「必要」「必要になる可能性あり」の場合には、別途当課よりご連絡させていただき、早期

の課題解決に向けて、具体的な支援内容等をお伺いさせていただく予定です。

①支援は不要

②支援が必要になる可能性がある

③支援が必要

●回答先 ：○○府県○○課 担当 ○○【メールアドレス：】

●回答期限：○月○日（曜日）○時まで

●提出後に状況が変わられた場合は、上記期限後も適宜、ご連絡いただければ幸いです。

注.災害の規模が小さい場合には、回答が必須とならない場合もあります。

注.被害や支援の個別の内容（処理施設・収集運搬体制・家屋被害・避難状況内容）についてメー
ル内で確認する場合もあります。
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②情報伝達様式

情報伝達様式は、入力する様式のシートほか、様式の目的・記載方法等を記載したシート、

記入例を示したシートを作成した。

様式は、わかりやすくするため記載する項目別に回答欄を分けたほか、回答負担を減らすた

めにできるだけプルダウン方式を採用した。以下に作成した様式を示す。

図表 3-15 情報伝達の様式の項目

シート 項目

様式の目的・

記載方法等

・本様式の概要

・本様式の目的

・本様式の位置づけ

・本様式の記載方法

・本様式の活用の流れ（目安等）

記入様式 ・災害等廃棄物等に関する状況確認【情報共有フォーマット】

１． 廃棄物処理施設・浄化槽（市町村設置型）の被害状況

２． 平常時の収集運搬体制等の被害状況

３． 避難者の状況

４． 家屋の被害状況

５．１．集積所・仮置場等の状況

５．２．仮置場の内容

６． 課題及び支援の要否等

記入例 ・災害等廃棄物等に関する状況確認【情報共有フォーマット】

１． 廃棄物処理施設・浄化槽（市町村設置型）の被害状況

２． 平常時の収集運搬体制等の被害状況

３． 避難者の状況

４． 家屋の被害状況

５．１．集積所・仮置場等の状況

５．２．仮置場の内容

６． 課題及び支援の要否等

※記入様式の記入欄に、記入例を赤書きで記載したもの
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様式の目的・記載方法等 シート

図表 3-16 様式の目的・記載方法等 シート（1/2）
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図表 3-17 様式の目的・記載方法等 シート（2/2）



13

記入様式 シート

図表 3-18 記入様式 シート（1/4）
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図表 3-19 記入様式 シート（2/4）



15

図表 3-20 記入様式 シート（3/4）
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図表 3-21 記入様式 シート（4/4）
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記入例 シート

図表 3-22 記入例 シート（1/4）
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図表 3-23 記入例 シート（2/4）
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図表 3-24 記入例 シート（3/4）
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図表 3-25 記入例 シート（4/4）
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３．今後の課題

今年度の情報伝達プロジェクトの検討の結果、令和 6 年度はこれまで定期的に実施してきた情

報伝達訓練を行わず、近畿地方のいずれかの地域において被災の懸念が生じた場合に、一斉に情

報伝達の様式を送ることで、様式の周知を行うというルールが統一化された。これにより、曖昧

になっていた情報収集基準が明確になった。

一方で、各府県から近畿地方環境事務所、市町村への報告方法については未検討となっている。

また、市町村から挙げられた支援受援意向を受けて、府県や環境事務所が実施するマッチング

（支援調整）についても検討が必要である。

そのため、来年度は以下の検討を進めることが考えられる。

3.1 令和 6 年度の検討テーマ（案）

・各府県内、および近畿管内におけるマッチング（支援調整）の考え方を整理する。

・マッチング（支援調整）は、下記の 4 項目について被災（受援）市町村における必要数と支

援市町村の申出数を合わせることである。

①人材

②廃棄物処理（焼却場等のごみ処理施設やし尿処理施設の稼働に関すること）

③収集運搬（車両とその運転者含む）

④その他資機材（仮設トイレ等）

・人材支援については下記のような現状、課題があり、他の支援枠組みの整理も必要であるこ

とから、令和 6 年度については「②廃棄物処理」、「③収集運搬（車両とその運転者含む）」

について検討を進める。

① 人材支援は、人材バンク（環境省→市町村）や災害廃棄物処理支援ネットワーク

（D.Waste-Net）（環境省→市町村）、応急対策職員派遣制度（被災市区町村応援職員

確保システム、略称：対口支援）（総務省→府県）、関西広域連合による支援などの支

援枠組みもあるため、それらの整理も必要

②人材バンクの派遣は環境省本省が動く場合もあるが、基本的に地方環境事務所が判断

③近畿ブロックは人材バンク登録者が少なく、要望が多い場合は他ブロック登録者や未登

録者への対応が必要

④被災経験や支援経験のある都市に対し、人材バンクの登録への意向を確認

・なお人材支援の流れについては、今後の検討の参考として整理する。

3.2 参加団体（案）

・近畿 6 府県

・近畿地方環境事務所
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3.3 検討方法（案）

１）各市町村から受けた様式のとりまとめ方法を検討する。

２）マッチング（支援調整）の判断に使用すると想定される、平常時から入手可能な既存デー

タ（一般廃棄物処理事業実態調査・各府県所有データ等）や協定等を共有する。

３）既存データや協定等をもとに、府県および近畿地方環境事務所が、各々で支援を相談する

市町村の順位リストを作成する。

４）各府県等でのマッチング（支援調整）の参考とするため、順位リストを共有し、マッチン

グ（支援調整）の要素（距離・圏域・支援規模・収集運搬方法等）等の考え方を共有する。

５）ミスマッチを避けるために配慮すべき事項について事例等をもとに議論する。

６）マッチング（支援調整）のための様式の必要性について議論する。

■ マッチング判断の素材イメージ

平時から入手可能なデータ

・災害時支援可能重機一覧（一般廃棄物処理事業実態調査）

・各市町村災害廃棄物処理計画

・協定締結状況

・収集運搬形態（一般廃棄物処理事業実態調査）

・各府県所有データ

発災時に得る情報

・情報伝達内容（中間処理施設被災有無、家屋被災状況など）


